
担当所管及び登録先（履歴書等の提出先）：文化・社会教育課（問合先：0833-74-3604） 

以下の勤務条件にて任用を希望される方は上記担当所管へ履歴書等の提出により任用希望者の登録をお願いします。 

 

職種 一般事務 
法の根拠規定 地方公務員法第２２条の２第１項第１号（パートタイム） 
応募資格 （１）必要な資格 特にありません 

（２）欠格事項 
ア 日本の国籍を有しない者 
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 
ウ 光市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
任用期間及び試用期

間（条件付採用期間） 
一会計年度内 
任用の日から一月間は条件付採用期間（試用期間）となります。また、期間満

了後の再度の任用は、勤務成績を含む能力実証等の結果に基づき行います。た

だし、業務の見直しによる職の廃止がされることがあります。 
主な勤務場所 青少年センター（教育委員会内） 
業務内容 青少年センターにおける庶務一般、少年少女セミナー等の企画運営及び電話教

育相談（ヤングテレホンひかり）業務 
就業時間・休憩時間 １日の勤務時間は午前８時３０分～午後５時１５分（うち１時間（原則午後０

時～午後１時）は昼休憩）とし、週の所定 労働時間は３１時間 
所定労働時間を超え

る労働の有無 
原則としてありませんが、繁忙期や行事がある場合については発生する可能性 
があります。 

勤務日ではない日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び所属長が定める日。ただし、行事等の場

合は勤務日とすることがあります。 
休暇について 年次有給休暇、特別休暇 
給料・報酬の額 月給１５６，６４０円（支給日は当月２０日） 

なお、経験年数等により加算される場合があります。 
※一般職員の給与改定の動向等により、変動する可能性があります。 
※人事院勧告等により、年度途中に４月まで遡及して増額または減額する可能

性があります。 
期末勤勉手当 あり 
通勤手当（相当する

費用弁償を含む） 
光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づき距離に応じ

て支給 
その他手当（相当す

る報酬を含む） 
光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の要件に該当する場

合に支給（時間外勤務手当、休日勤務手当など） 
社会保険 あり 
公務災害補償 あり 
その他 地方公務員法に規定される服務規程（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上

の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義

務、政治的行為の制限）が適用されます。 
また、地方公務員法第２９条に該当する場合は、懲戒処分の対象となります。 


